
 

     フェアコンサルティング グループ 

FCG ニュースレター 

東南アジア・インド・オーストラリア  
 

                                            

www.faircongrp.com © 2022 Fair Consulting Group All rights reserved. 

JAPAN - Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka / CHINA - Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Beijing, Guangzhou / HONG KONG - Hong Kong / VIETNAM - Hanoi, Ho Chi Minh / 

SINGAPORE - Singapore / INDIA - Gurgaon, Chennai, Bangalore / TAIWAN - Taipei / INDONESIA - Jakarta / THAILAND - Bangkok / MALAYSIA - Kuala Lumpur / PHILIPPINES 

- Manila / MEXICO – Leon / AUSTRALIA - Melbourne / GERMANY - Munich, Düsseldorf / USA - New York, Los Angeles / ISRAEL- Tel Aviv / NEW ZEALAND - Auckland 

 

2022 年 1 月 

フェアコンサルティンググループは、世界 17 カ国・29 のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの直営拠

点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オーストラリア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。現

地の情報収集目的などにご活用ください。 

今月の掲載国は、以下のとおりです。（五十音順。国名をクリックすれば該当ページへ飛びます。） 

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア 

 

 インド   

今月は休載とさせて頂きます。 

 

Fair Consulting India Pvt. Ltd. 

Unit No.138, 139 & 140 , 1st Floor, JMD Mega Polis, Sector 48, Sohna Road, Gurgaon, 

Haryana 122-002 INDIA  

Tel：+61 3 9225 5013 

岩瀬 雄一（日本国公認会計士）y.iwase@faircongrp.com  

遠藤 衛（日本国弁護士）m.endo@faircongrp.com   
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 インドネシア    

1. 経済法令  

２０２２年度の金融資産についての自主開示プログラム（PPS） 

政府は、2021 年 12 月 22 日付けで、財務大臣規則 No. 196 / PMK.03 / 2021（PMK 196/2021）を

公表し、同規則は公布日の 2021 年 12 月 23 日から発効した。 金融資産についての自主開示プログラム（PPS）

は、納税者が自主的に履行していない納税義務について、政府が納税者に、資産開示に基づく所得税の支払を通じ

てその義務を履行する機会を与えるものである。 自主開示プログラム（PPS）は、次の 2 つのスキームで構成されてい

る。 

 

①PPS１ 

• PPS1 は、2016 年度のタックス・アムネスティ（TA1）に参加した法人および個人の納税者のみが対象であるた

め、TA1 の参加者以外は当該 PPS1 に参加できない。 

• 納税者は未開示の純資産（11/2016 法における資産と負債の価値の差額）をステートメント・レターで開示す

ることができる。（税務総局が当該資産についてのデータ・情報を得ていない場合に限る） 

• 上記の資産は、1985 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日までに納税者が取得した資産が対象となる。 

 

PPS1 の参加要件 

1. 11/2016 法による実施した TA1 プログラムに参加した個人または法人納税者のみが対象となる。 

2. 納税者は、11/2016 法に基づく資産申告書（SPPH）に未申告の純資産がある。 

3. ポイント 2 の純資産について、税務総局は当該資産に関するデータ・情報を得ていない。つまり、税務総局は

当該純資産のデータ・情報に関連する追加所得税を計算するための税務調査を開始していない。 

4. ポイント 2 の純資産については、取得期間は 1985 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日までであり、

11/2016 法に基づく SKPP（タックス・アムネスティ承認書）に未開示である。  

5. 納税者は、次の税率に従って源泉分離課税を支払う。 

a. 国内純資産を自主開示して、投資するスキーム＝6％ 

b. 国内純資産を自主開示のみして、投資しないスキーム＝8％ 

c. 国外純資産を自主開示して、本国送金、投資するスキーム＝8％ 

d. 国外純資産を自主開示、本国送金をして、投資しないスキーム＝8％ 

e. 国外純資産を自主開示のみするスキーム＝ 11％ 

6. 納税者は、2022 年 1 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までに、税務総局に資産の開示に関する通知書

を提出する。 
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PPS1 スキームのメリット 

1. 税務総局は、11/2016 法 第 18 条 第 3 項に基づき、未払・不足の所得税があった場合でも、行政処

分としての未払税額の 200％の支払が必要となるペナルティは課されない。 

2. 税務総局は、調査や納税者の刑事訴追の根拠として、HPP 法に基づき、財務省などが管轄する SSPH な

どを作成しない。 

 

PPS1 スキームのデメリット 

税務総局が PPS1 の SPPH に未開示の資産に関するデータやその他の情報を見つけた場合の影響 

1. 税務総局は、当該資産に関するデータおよび情報が見つかった時点で、当該資産を納税者が追加で受領ま

たは取得した所得とみなす。 

2. 税務総局は、11/2016 法 第 18 条 第 3 項に基づき、行政処分として未払い所得税に対してその

200％の支払ペナルティを課す。 

 

②PPS 2 

• PPS2 は個人納税者のみが対象。よって、法人の納税者はスキーム２に参加できない。 

• 当該 PPS の対象となる純資産： 

a. 2016 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで取得したもの。 

b. 2020 年 12 月 31 日現在も所有しているもの。 

c. 2020 年度の個人確定申告にて申告されていないもの。 

• 上記の純資産は、2020 会計年度における納税者の追加所得と見なされる 

• 源泉分離課税の税率 

a. 国内純資産を自主開示して、投資するスキーム＝12％ 

b. 国内純資産を自主開示のみして、投資しないスキーム＝14％ 

c. 国外純資産を自主開示して、本国送金、投資するスキーム＝12％ 

d. 国外純資産を自主開示、本国送金して、投資しないスキーム＝14％ 

e. 国外純資産を自主開示のみするスキーム＝ 18％ 
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２．経済ニュース 

【デジタル資産への課税】 

インドネシア財務省税務局が明らかにした非代替性トークン（NFT）や暗号資産（仮想通貨）といったデジタル資

産に課税方針に対し、業界関係者は支持を示している。しかし、投資家が課税を嫌って海外で取引することになるので

はないかという懸念も広がっている。 

税務局は、納税者はデジタル資産も年末の市場価値で税務申告書（SPT）に記載すべきだと主張しており、デジ

タル資産の課税について特定の規則はないが、所得税法『2008年第36号』に基づき、NFT取引を含む全ての所得に

は所得税が課されると述べた。インドネシアではデジタル資産の発展による税収拡大が見込めるため、政府はNFTや仮

想通貨の税制整備を計画していると考えられる。 

NFTに課税されれば、資産としての正当性が高まるとの見方もある。一方で、課税によりインドネシアの投資家がデジ

タル資産を海外で取引することにならないよう、適切なスキームが必要なことから、インドネシア暗号資産取引業者協会

（Aspakri ndo）は貿易省商品先物監督庁（BAPPEBTI） に対し、デジタル資産にファイナル・タックス（源泉分

離課税）方式で税率0.05％を課すことを提案している。 

 

【特定事業者のＶＡＴ還付申告の上限引き上げ】 

インドネシア財務省は１月13 日、一定の条件を満たした付加価値税（VAT）の課税事業者（PKP）がVATの

過払い税額を還付申告できる予備的還付制度について、還付申告額の上限を１月以降50億ルピア（約4,000 

万円）に引き上げることとした。従来は 10 億ルピアだった。 

 関連規定となる財務相令『2021年第209号』を12月30日付で公布、１月１日から適用している。還付申告

額の上限を引き上げにより、対象となる事業者が増え、還付された資金を事業者が今後の事業拡大に活用できれば、

経済がさらに活性化すると予想される。一定条件を満たした対象事業者には、会計監査機関から「無限定適正意見」 

を得た年次決算書の提出が義務付けられている。 

 

【不動産ＶＡＴ、軽減率縮小も６月まで延長へ】 

インドネシアのアイルランガ調整相（経済担当）は 2021 年12 月30 日、軽減率は従来よりも50％引き下げる

形式で、一部の不動産購入に対するVATの減免措置を22年６月まで延長する方針を明らかにした。20億ルピア

（約1,600万円）以下の物件はVATを50％、20億ルピア超50億ルピア以下の物件は25％それぞれ免除し、減免

分は政府負担となる。適用期間は１～６月。速やかに関連法を制定する。 

 

【首都の最低賃金 5.1％増、州知事通達を公布】 

ジャカルタ特別州政府は、州別最低賃金（UMP）に関する州知事通達『21 年第 1517 号』を公布。同通達

で、UMPの上昇率が、一度決定していた0.85％から5.1％に上方修正され、22 年のUMPを464万1,854ルピア
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（約３万7,400円）と定めた。一度決定していた 445万3,936 ルピアから修正した。 

インドネシア経営者協会（Apindo）は先に、ＵＭＰの上昇率を5.1％に修正する州知事通達が発出された場合

は、行政裁判所（PTUN）へ告訴する予定を明らかにしていた。 コンパス（電子版）によると、ジャカルタ特別州労 

働・移住・エネルギー局のアンドリ・ヤンシャ局長は、今回規定したＵＭＰが再度、修正される可能性はないと説明した

が、企業には「（今回の州知事通達に）従ってもらう」 と述べ、ただちに企業側と協議に入る考えを述べた。 新型コロ

ナウイルスによる影響を受けた企業に対しては、昨年のように上昇幅の調整を認める余地を残すとも説明した。21年の

ＵＭＰをめぐっては、新型コロナで 経営が悪化した企業に対し、前年から据え置きが認められていた。 22年に適用さ

れるＵＭＰは、投資・ビジネス環境を整備して雇用を創出するため、雇用創出法『20 年第11 号』の細則規定であ

る賃金に関する政令『21 年第36 号』によって算出方法が規定された。 

 

３．コロナ関連ニュース 

以下、1月24日時点の情報でまとめています。インドネシアへの渡航あるいは日本への帰国などについては、特に最

新の情報を入手されますようご留意ください。 

 

■ コロナ感染者数（1月24日時点） 

（インドネシア累計）4,286,378人 前日対比 +2925人 

（ジャカルタ累計）874,797人  

■ コロナ死者数（1月24日時点） 

（インドネシア累計）144,220人 前日対比 +14人 

（ジャカルタ累計）13,611人  

■ ワクチン接種（1月24日時点） 

ワクチン接種 一回目 181,131,333 

ワクチン接種 二回目 124,080,794 

 

■ その他 

 インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は１月11 日、新型コロナウイルスワクチンのブースター接種について、国民に

無料で実施することを発表した。高齢者や感染リスクの高い人を優先して12 日から実施する。ブースター接種は、

２回目の接種から半年以上が経過 した18 歳以上を対象となる。 ブースター接種についてはこれまでに、条件

を満たした低所得者層は無料で、その他の人は有料とする方針が示されていた。 保健省によると、１月11 日

午後６時時点の新型コロナワクチン接種率は、１回目が82.3％、２回目が56.5％であった。 

 

 インドネシア政府は１月12 日、オミクロン株への水際対策として実施していた14 カ国からの外国人の入国禁止
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措置を撤廃した。 12 日から追って定められるまで有効となる。政府はこれまで、◇南アフリカ◇ボツワナ◇ノル

ウェー◇フランス◇アンゴラ◇ザンビア◇ジンバブエ◇マラウイ◇モザンビーク◇ナミビア◇エスワティニ（旧スワジラン

ド◇レソト◇英国◇デンマーク――の14カ 国に、過去14日間に渡航歴のある外国人の入国を認めていなかっ

た。 海外からの入国者に対する隔離期間について変更はなく、引き続き７日間の隔離が義務付けられる。 

 

PT FAIR CONSULTING INDONESIA 

16th Floor MidPlaza 1 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Indonesia 

TEL：+62-21-570-6215  

加藤 寛（日本国公認会計士）hi.kato@faircongrp.com 

Pahala Alexandra Lumbantoruan（Alex、コンサルタント）alexandra@faircongrp.com 
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 オーストラリア  

1. 新型コロナウイルス最新情報 

オーストラリアでの日々の感染者数は直近（1 月 23 日時点）で 31,660 人となり、昨年末頃からのオミクロン

株の感染拡大により大きく増加しています。内訳は、NSW 州 13,620 人、QLD 州 8,639 人、VIC 州 6,625

人、SA 州 2,062 人などとなっています。ただし、1 月中旬をピークに直近は減少傾向が見られています。 

 

⚫ 1 月 21 日より、NSW 州、QLD 州、VIC 州、ACT 及び NT に加えて、SA 州、WA 州及び TAS 州から

の日本への入国時も検疫所指定施設での３日間待機が必要となりました（豪州全土に対象拡大）。一

方、1 月 15 日からは日本入国後の自宅等待機（検疫所指定施設での待機期間を含む）が 14 日間

から 10 日間に短縮されています。 
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2. 日本からオーストラリア（メルボルン）への帰国体験記（1 月 10 日時点） 

先月号のニュースレターでは 12 月 7 日に弊社職員（サブクラス 482 ビザ保有者・永住権なし）がメルボルンか

ら日本に帰国した際の体験記を紹介しましたが、今月号では同職員が 1 月 10 日に日本からメルボルンに帰国した

際の体験記を紹介します。 

【事前準備】 

⚫ オーストラリア（メルボルン）への帰国の事前準備として日本で以下の手続を実施 

① 日本離陸前 72 時間以内の日時での陰性証明書の取得（クリニックは自身で予約） 

② Australia Travel Declaration の申請（日本離陸の 72 時間前までに申請要） 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration 

③ VIC 州への入州申請（Border Travel Permit） 

https://www.service.vic.gov.au/services/border-permit/home 

【成田空港】 

⚫ フライトは成田→メルボルン JAL 直行便を使用 

⚫ JAL 航空チェックインカウンターにて以下の書類を提示（それ以外は通常の手続と同様） 

① 日本離陸前 72 時間以内の日時での陰性証明書 

② Australia Travel Declaration 

③ VIC 州への入州申請（Border Travel Permit） 

④ ワクチン接種証明書 

⑤ ビザ証明書類（Visa Grant Notification） 

【メルボルン空港】 

⚫ メルボルンに着陸後しばらく機内で待たされたが、各種書類の確認はなく、通常と同様の入国手続のみ 

⚫ 預け荷物のピックアップ時にターンテーブル付近にて係員から VIC 入州後のルールが記載された説明書（1

枚）が渡される 

【メルボルンでの自己隔離】 

⚫ ワクチン接種済みの場合はホテル隔離の必要はなく、VIC 州到着後 24 時間以内に PCR 検査または迅

速抗原検査（RAT 検査）を受け、陰性結果を受領するまで自宅隔離が求められる 

⚫ RAT 検査キットは品薄状態で入手ができなかったため、VIC 州政府ウェブサイト（下記リンク）より自宅付

近の PCR 検査場を検索 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19 

⚫ 混雑回避のためメルボルン中心地（CBD）から離れた検査場を探し、Sandringham Hospital（193 

Bluff Rd, Sandringham VIC 3191）に帰国翌日朝 9:00 頃に訪問。事前予約は不可（ただし、検

査場によってはオンラインで自身の情報を事前登録しておくことで受付時間を短縮可能）。受付にて検査を

https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration
https://www.service.vic.gov.au/services/border-permit/home
https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19
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受けに来た理由を確認され、海外から帰国したためと回答（PCR 検査場は、コロナの兆候がある人及び家

族内に感染者がいる人等に利用が限定されているため）。 

⚫ ほとんど人は並んでおらず到着から 15 分程度で検査まで完了。検査結果は 24～48 時間で通知されると

の説明であった。 

⚫ PCR 検査翌日 20 時頃（検査から約 35 時間後）に検査結果（陰性）をテキストメッセージで受領 

⚫ なお、当時は VIC 州到着後 5 日目～7 日目の間に再度 PCR 検査等を受けることが要請されていた

（注：現時点では当該要請はなくなっており上記の 24 時間以内の検査のみ必要）。そのため、到着後

5 日目の 14 時頃に CBD の Melbourne Town Hall（90-130 Swanston St, Melbourne VIC 

3000）にて PCR 検査を受けた。20 人程度並んでいたが 30 分程度で検査まで完了。検査結果（陰

性）は翌朝 11 時頃（検査から約 21 時間後）にテキストメッセージで受領。 

（注）帰国される方各々の状況により上記と異なる場合がございますので、あくまで参考例としてご参照いただけますと

幸いです。また、上記は 1 月 10 日時点の情報となっており、最新の規制や取扱については各種関連ウェブサイ

ト等でご確認いただきますようお願いいたします。 

3. 2022 年 1 月 BAS の提出期限 

毎月 ATO に BAS（Business Activity Statements）を申告している場合、通常の申告期限は翌月 21 日

となりますが、12 月分 BAS については申告期限が 2 月 21 日と 1 ヶ月の猶予がありますのでご留意ください。 

Fair Consulting Australia Pty Ltd. 

Level 31, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia 

Tel：+61 3 9225 5013 

讃岐 修治（豪州公認会計士）sh.sanuki@faircongrp.com 

鳥居 裕司（日本国公認会計士/米国公認会計士/豪州・ニュージーランド国勅許会計士）

hi.torii@faircongrp.com  

  

mailto:sh.sanuki@faircongrp.com
mailto:hi.torii@faircongrp.com


 

     フェアコンサルティング グループ 

FCG ニュースレター 

東南アジア・インド・オーストラリア  
 

                                            

www.faircongrp.com © 2022 Fair Consulting Group All rights reserved. 

JAPAN - Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka / CHINA - Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Beijing, Guangzhou / HONG KONG - Hong Kong / VIETNAM - Hanoi, Ho Chi Minh / 

SINGAPORE - Singapore / INDIA - Gurgaon, Chennai, Bangalore / TAIWAN - Taipei / INDONESIA - Jakarta / THAILAND - Bangkok / MALAYSIA - Kuala Lumpur / PHILIPPINES 

- Manila / MEXICO – Leon / AUSTRALIA - Melbourne / GERMANY - Munich, Düsseldorf / USA - New York, Los Angeles / ISRAEL- Tel Aviv / NEW ZEALAND - Auckland 

 

 

 シンガポール  

1. 国境を越えたサービス等に関するGST課税について 

国境を越えてデジタルサービスを展開するグローバル企業が増えたことなどを受け、シンガポールでも 2020 年施行の

GST 法の改正により、デジタル課税の取扱いが見直されました。 

 

従前の制度では、シンガポール国内のサービス提供者によって行われるサービスが GST 課税の対象とされる一方で、

シンガポール国外のサービス提供者によって行われるサービスは GST が課税されない取扱いになっていました。これに対

し、シンガポール国内で消費される全てのサービスに関する GST の取扱いとの均衡を図るために、2020 年 1 月 1 日

より、主にデジタルサービスの輸入に対して GST の取扱いが見直されました（映画、音楽、モバイルアプリ等）。 

主な論点として、下記が挙げられます。当該見直しにより、国外事業者がシンガポール国内の消費者にデジタルサー

ビスの提供を行う場合も、GST が課税されることになりました。 

 

①企業間（B to B）において提供されるデジタルサービスの輸入に対し、リバースチャージ制度により GST を課税 

②企業から消費者（B to C）において提供されるデジタルサービスの輸入に対し、国外事業者登録制度により

GST を課税 

 

①リバースチャージ制度について 

企業間（B to B）において提供される輸入サービス（GST 登録事業者に対して行われるサービス）には、リバー

スチャージ制度が導入されています。役務の提供を行った国外事業者の代わりに、役務の提供を受けた国内事業者

が、当該役務提供に係る GST をシンガポールで申告納付することが求められます。 

 

②国外事業者登録制度について 

企業から消費者（B to C）において提供される輸入サービス（GST 登録事業者でない者に対して行われるサービ

ス）には、国外事業者登録制度が導入されています。 

一定規模以上（全世界での年間売上高が 100 万シンガポールドル超、かつ、シンガポールの国内消費者に対す

る電子的なサービス売上が年間 10 万シンガポールドル超）の電子的なサービスの売上高がある国外事業者は、シン

ガポールにおいて GST 登録を行い、シンガポールの国内消費者に対するデジタルサービスの供給に関して、シンガポール

で申告納付することが求められます。 
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当該制度の対象となるサービスは、原則として全てのデジタルサービスであり、下記が挙げられます。 

・ ダウンロード可能なデジタルコンテンツ（モバイルアプリケーション、電子書籍、映画など） 

・ サブスクリプションベースのメディア（ニュース、雑誌、テレビ番組や音楽のストリーミングなど） 

・ ソフトウェアプログラム（ソフトウェア、ドライバー、Web サイトフィルターなど） 

・ 電子データ管理サービス（ウェブサイトの運営やクラウドデータの管理など） 

 

また 2023 年 1 月 1 日から、下記のような非デジタルサービス（デジタルサービス以外の輸入サービス）にも適用が

拡大される予定のため留意が必要です。 

・ 投資アドバイスやコンサルティングなどの専門家サービス（他、広告およびデジタルマーケティング、データ分析および

調査サービスなど） 

・ 教育試験サービス、専門家機関のメンバーシップ（遠隔教育クラス、専門資格を取得するためのオンライン試験な

ど） 

・ パーソナルサービス（オンラインカウンセリング、マッチメイキング、遠隔医療サービスなど）。 

 

Fair Consulting Singapore Pte. Ltd. 

8 Temasek Boulevard #35-02A Suntec Tower Three, Singapore                  

TEL：+ 65 6338 3180 

道中 泰雄（日本国公認会計士/公認内部監査人）ya.michinaka@faircongrp.com 

伊藤 潤哉（日本国公認会計士）ju.ito@faircongrp.com 
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 タイ   

1. タイ入国措置の緩和について 

 2022 年 1 月 20 日の CCSA 会議（タイ新型コロナウイルス状況管理センター）の公表により、タイ入国措置の緩

和が発表されています。具体的には、2022 年 2 月 1 日より Thailand Pass 申請を再開し、Test&Go（隔離無し

入国）プログラムを復活させる、との内容になります。 

Test&Go プログラムは、タイの観光業をサポートする為、2021 年 11 月 1 日から行われていた入国措置ですが、

12 月の Covid-19 変異株の流行により、外国からの変異株流入を防ぐために 2021 年 12 月 22 日より申請が停

止されていました。今回の公表による、Test&Go の再開の要旨は以下となります。 

 

１．タイ国内の感染状況の推移、および重症患者が多くないことを鑑みて、2022 年 2 月 1 日より、Test&Go の

登録を再開する。 

２．入国者の出発国には指定を設けないが、コロナウイルスワクチン 2 回接種済みであることが前提条件となる。 

３．入国者には 2 回の PCR 検査の実施を義務付ける。2 回の PCR 検査は入国初日および入国後 5 日目に行

い、この 2 日間については政府指定ホテル（SHA++、AQ ホテル等特定認証を受けたホテル）での滞在が必

要となる。 

 

なお、この決定はタイの Covid-19 感染対策管轄当局である CCSA が発表したものではありますが、2022 年 1 月

25 日現在、未だタイ大使館のホームページ等は更新されておりません。 
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2. 中小企業のコンピュータープログラム投資に関する追加控除 

タイ歳入局は中小企業のコンピュータープログラム投資に関する追加控除に関する勅令 No.725 を 2021 年 11 月

7 日に公表し、即日施行しました。当該勅令の内容は以下となります。 

 

１．中小企業（会計期末日時点の払い込み済み資本金額が 500 万バーツを超えず、かつ、会計年度の売上高

が 3,000 万バーツを超えないタイ国法人）に会計期間に行われたコンピュータープログラム投資の 100%追加

控除を認める。 

２．対象となる会計年度は 2021 年 1 月 1 日以降、2022 年 12 月 31 日までに開始する会計年度に適用され

る。 

３．追加控除額は最大で 10 万バーツとする。 

４．コンピュータープログラム投資はソフトウェアの取得、開発又はデジタル経済推進局に登録されたサービス提供者

に支払われた支出である必要がある。 

 

（歳入局勅令 No.725） 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc725.pdf 

（歳入局通達 No.417） 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg417.pdf 

 

3. 2022年個人所得税の追加控除 

2022 年 1 月７日財務省令が公布され、2022 年度の個人消費に基づく個人所得税の追加控除が決定されて

います。詳細につきましては以下となります。 

 

2022 年 1 月 1 日から 2022 年 2 月 15 日までに行われる物品の購入及びサービスの購入を VAT 事業者から

行う場合、30,000THB を上限として、個人所得税計算における追加控除を認める。 

但し、購入先の VAT 事業者から発行されたタックスインボイスがある事が要件であり、納税者個人の Tax ID、納税

者名及び住所の記載のあるタックスインボイスを取得する必要がある。 

当該個人消費の対象について、以下の品目は除外される。 

① アルコール 

② タバコ 

③ 車の燃料となるガソリン代 

④ 車、二輪車、ボート 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc725.pdf
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg417.pdf
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⑤ 新聞、雑誌 

⑥ 新聞、雑誌の電子購読に係るサービス料 

⑦ ツアー会社、旅行代理店等に支払われるアレンジメント費用 

⑧ ホテル代 

 

当該財務省令は、個人消費を促す事、及び VAT 事業者からの購入を対象にすることにより、VAT 事業者登録を

進めることを目的としていると考えられます。 

 

（財務省令 No.379） 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr379.pdf 

（歳入局通達 No.418） 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg418.pdf 

 

Fair Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

18th Floor, 29 Bangkok Business Center, Soi Sukhumvit 63 (Ekkamai), Sukhumvit Road, 

Klongton Nuae, Wattana, Bangkok, 10110 Thailand 

Tel：+61 3 9225 5013 

子田 俊之 (日本国公認会計士) to.kota@faircongrp.com 
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 フィリピン  

1. 2021 年１2 月の状況 

隔離措置については、以下の取り扱いが定められている。 

2022 年 1 月 1 日から 31 日まで、マニラ首都圏（NCR）は、新警戒レベル・システムのレベル 3 に指定された。 

強化されたコミュニティ隔離措置 ECQ：Enhanced Community Quarantine 

修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置 MECQ：Modified Enhanced Community Quarantine 

一般的なコミュニティ隔離措置 GCQ：General Community Quarantine 

 新警戒レベル・システム 高   警戒レベル 5 

警戒レベル 4 

警戒レベル３ 

警戒レベル 2 

低   警戒レベル 1 

修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置 MGCQ：Modified General Community Quarantine 

 

フィリピン保健省は 2021 年 12 月 15 日、国内初のオミクロン株感染者を確認したと発表した。1 名は日本から帰

国した海外比人就労者（OFW: Overseas Filipino Workers）で、成田空港からフィリピン航空にて帰国。 

フィリピンでは、コロナウイルス感染者が増加しており、12 月 30 日の新規感染者数は 11 月以来約 40 日ぶりに

1,000 人を超えた。また、オミクロン株の出現を受け、観光客の受け入れ停止措置を当面継続することも決定された。

日本など従来ビザなし渡航が可能であった国のうち、比政府が指定する新型コロナ低リスク（グリーン）国・地域からの

12 月からの観光客受け入れが予定されていたが、オミクロン株の脅威を踏まえ一時延期が発表され、ついには無期限

延期となった。 

12 月 16 日、非常に強い台風 22 号（比名オディット）がビサヤ・ミンダナオ両地方をはじめ各地域に膨大な被害

をもたらした。2013 年 11 月に来襲した台風ヨランダのレベルを上回るとされており、12 月 26 日時点での死者は 300

人を超えている。水道、電気といったライフラインへのアクセスも非常な困難な状況が続いている。 

 

2. VAT ルールの改正（REVENUE REGULATIONS NO.15-2021 の続報） 

 FCG フィリピンニュースレターの 2021 年８月号でお伝えした Revenue Regulations No.15-2021 の続報が発

出されたので紹介したい。 

 

(1) RR NO. 15-2021 通達の発行（前回のおさらい） 

RR NO.15-2021 が発行される以前に RR NO.9-2021 は何の前触れもなく BIR から突然発出され、日系企業

の間でも対応が分かれていた。 

RR NO.9-2021 の概要は以下の通りである。 
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フィリピン国内にある企業から PEZA 登録企業などの輸出型企業への販売に対する VAT は、ゼロレート（VAT は

０％で課税）であった。2018 年 1 月に施行された税制改革第１弾（いわゆる TRAIN 法）において VAT ゼロレー

ト廃止の議論はあったものの、VAT 還付を申請から 90 日以内に実施するシステムを確立すること、還付がなされてい

ない還付申請においては 2019 年末までに現金で還付されること、という２つの条件付きでゼロレート廃止が決まった。 

ところが、これら２つの条件が満たされたとする情報はなく、今までゼロレートの適用が継続していた。そのような状況の

中で、突然 BIR がこれら２つの条件が整ったので PEZA 企業等に対する販売であっても VAT を課税するという RR 

NO.9-2021 を発出した。 

 

この通達により、VAT の課税を速やかに開始する企業、PEZA からの指示を待つ企業など企業によって対応が分か

れてしまい、多くの日系企業が戸惑い処理に困っていた。そんな状況の中、輸出企業を中心に多くの業界団体が RR 

NO.9-2021 の撤回を求めていた。あまりにも反対が多かったのか、BIR は RR NO.15-2021 を発出し、RR NO.9-

2021 を一時的に停止した。これで一時期の混乱は収まったが、あくまで一時停止という立て付けであった。 

 

(2) RR NO. 21-2021 通達の発出 

2021 年 12 月 7 日に RR NO.15-2021 の続報として、RR NO. 21-2021 が発出された。 

これにより、VAT がゼロ％の対象となる売上の範囲が明確になった。 

 

VAT がゼロ％となる物品の売上 

(1) 輸出売上 

(2) 特別法またはフィリピンが加盟している国際協定の規定により直接税および間接税が免除され、VAT が

ゼロ%とされている個人または事業体に対する物品の売上 

(3) CREATE 法の Section294E、Section295D 及び CREATE IRR の Section5,Rule2 の規定に従

い、登録輸出型企業の登録プロジェクトのために直接的かつ限定的に使用される原材料、在庫、消耗

品、製造設備、包装材料、物品の売上は、登録した日から最長で 17 年間。 

一方、エコゾーン、フリーポートゾーン内に立地する既存の登録輸出型企業への売上は、移行期間の終

了時まで VAT ゼロ%の対象 。 

 

VAT がゼロ％となるサービスの売上 

(1) サービスの輸出 

(2) 特別法またはフィリピンが加盟している国際協定の規定により直接税および間接税が免除され、VAT がゼ

ロ％とされている個人または事業体に対するサービスの売上 

(3) CREATE 法の Section294E、Section295D 及び CREATE IRR の Section5, Rule2 の規定に従

い、登録輸出型企業の登録プロジェクトのために直接的かつ限定的に使用されるサービス（基本的なイン

フラの提供、水道電力等の公共サービス、設備の保守、修繕、点検のサービス提供）は登録した日から最

長で 17 年間。 
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一方、エコゾーン、フリーポートゾーン内に立地する既存の登録輸出型企業への販売は、移行期間の終了

時まで VAT ゼロ％の対象。 

 

今回の通達により、既存登録企業の優遇税制の移行期間を含めて、登録プロジェクトに直接的かつ限定的に使用

される物品やサービスの購入に関しては VAT がゼロ％になることが明確化された ただし、VAT がゼロ%になるための「直

接的かつ限定的」の解釈や実務的な対応方法にはいまだに疑問が残るため、更なる明確化が待たれるところである。 

なお、今回の通達の適用開始時期は 2021 年 7 月度からとなっているため、注意されたい。 

 

3. 12 月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容 

発行日 発行元 通達番号 内容 

12 月 16 日 移民局 アドバイザリー 
ACR I-Card 保有者は、3 月 1 日までに移

民局に登録報告をしなければならない。 

12 月 22 日 SEC 通達 

OST(Online Submission Tool)の登録期

限を 3 月 31 日まで延長する。4 月 1 日から

は年次提出物は OST より提出し、窓口での

受付は廃止となる。 

 

FAIR CONSULTING GROUP PHILIPPINES, INC. 

Unit 2103, 21F, Philippine Axa Life Centre, 1286 Sen.Gil Puyat Ave. corner Tindalo St., Makati 

City, Metro Manila, Philippines 1200  

TEL：+63-2-8832-5408 

杉山 陽祐（米国公認会計士・米国税理士）yo.sugiyama@faircongrp.com 

渡邊 悠 ha.watanabe@faircongrp.com  
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 ベトナム  

1. VAT 還付について 

VAT の制度上、売上 VAT(Output VAT)は請求金額に付加して顧客から回収します。これに対して、仕入 VAT

は、仕入先から購入する時に付加して支払います。 

 通常は、売上 VAT と仕入 VAT が相殺されますが、支払・回収時期のズレや、VAT0%課税取引によって生じる差

額を還付請求できる場合があります。 

 

A. VAT 還付条件 

次のいずれか一つの条件を満たす場合には、VAT の還付が認められます。 

 

(1)  新設法人・開業準備法人のうち、次のいずれかの場合 

a) 開業から生産開始までの準備期間が1年超の場合、年度ごとに仕入VATの累計額を還付申請できます。 

b) 控除可能な仕入 VAT の累計が 3 億 VND 以上の場合 

 

ただし、以下の場合、還付申請はできません。 

i. 企業の出資が完了していない場合、または投資法の規定の要件を満たしていない段階で条件付きの事

業を行っている場合 

ii. 2016 年 7 月 1 日以降許可された天然・鉱産資源開拓プロジェクト、または天然・鉱産資源の価値およ

びエネルギー費用の合計が製品原価の 51%以上を占める製品を生産するプロジェクト 

 

(2)  輸出取引のある法人のうち、次の場合 

原則として将来の売上 VAT から控除しますが、以下の条件をすべて満たす場合に還付申請ができます。 

a) 控除可能な仕入 VAT の累計が 3 億 VND 以上の場合 

b) 還付可能な VAT の額が輸出売上高の 10%以下の場合 
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VAT 還付の例：（前提：NON－EPE 企業） 

 仕入先 販売先 活動内容 VAT 還付の可否 

1 NON-EPE NON-EPE 輸出活動ではない VAT 還付不可 (*) 

2 NON-EPE EPE 輸出活動である VAT 還付可能 

3 EPE NON-EPE 輸出活動ではない VAT 還付不可 (*) 

4 EPE EPE 再輸出活動である VAT 還付可能 

(*) 次期の売上 VAT との控除を行うことは可能です。 

 

(3)  企業の形態・所有者の変更、合併、分別、解散、倒産のうち、次の場合 

過払いの VAT がある、または仕入 VAT > 売上 VAT の場合 

 

(4)  外国人、外国で居住しているベトナム人のうち、次の場合 

外国の管轄機関により発行されたパスポートまたは入国書類を持つ外国人、または外国で居住しているベトナム人

が、ベトナムで購入し、持参している商品にかかる VAT の還付（出国時） 

 

(5) 無償資金協力の ODA を利用しているプロジェクトのうち、次の場合 

ベトナムで購入し、プロジェクトに使用されている商品、サービスにかかる VAT の還付 

 

B. VAT 還付に必要な書類 

VAT 還付のために以下の書類を整備する必要があります。  

a) 適切な公式 VAT インボイスの入手、または外国契約者にかわって納税したことを証明できる書類 

b) 2,000 万 VND を超える場合は、銀行送金により支払ったことを証明できる（現金支払は原則認められませ

ん）書類 

c) 輸出の場合は、上記 2 要件以外に、契約書・通関証明および代金を銀行送金により受け取ったことを証明

できる書類 
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C. VAT 還付の流れ 

VAT 還付の流れは以下のとおりです。 

ステップ 1：各種税金の納税が正しく完了しているかを社内で確認 

ステップ 2：VAT 還付申請書類の作成と申請書類の税務署への提出 

ステップ 3：各種書類（VAT インボイス、契約書、銀行送金書類）の整備 

ステップ 4：税務調査 

ステップ 5：還付実行 

 

D. VAT 控除対象外 

控除対象とならない仕入れ VAT の例は以下のとおりです。 

a) 非課税取引に用いられる物品・サービスに係る VAT 

b) 輸送、石油のポンピング等の過程で発生する損失の超過額に課される VAT 

c) 国家安全保障・防衛のための武器および機器を製造するために購入した固定資産の VAT、与信機関・再

保険事業を営んでいる企業が購入した機械・設備の VAT 

d) 9 人乗り以下の乗用車の購入に関する 16 億 VND を超える部分の VAT (貨物または旅客の運送用の

車、観光・ホテル経営のために使用される自動車、自動車販売のために使用される試乗用自動車を除く)  

e) 非営利会社・組織または病院、介護施設、研究所、職業学校等の国営組織(VAT 納税義務者ではない

組織)が組織の活動のために購入した商品・サービスの VAT 

f) 2,000 万 VND 以上の取引に関して、銀行送金の証明がない取引にかかる VAT 

g) 法令に従って発行されていない（例えば、名称、住所、納税者番号や金額に誤りがある）インボイスの

VAT 

h) 関連法令により控除が認められないとされているその他の VAT  

 

VAT 還付は企業の資金繰りを考えるときに有効な手段となりますが、税務調査時に書類の不備等の理由で還付を

否認されるケースが散見されます。専門的な判断が必要な場合がありますので、不明な点がございましたら専門家のア

ドバイスを仰ぐことをお勧めします。 
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Fair Consulting Vietnam Joint Stock Company 

■Hanoi Office  

3F, Leadvisors Place,41A Ly Thai To St, Hoan Kiem Dist., Hanoi 

TEL：+ 84 24 3974 4839 

石井 大輔 （日本国公認会計士）da.ishii@faircongrp.com 

 

■Ho Chi Minh Office  

Room 902, 9th Floor, HD Tower, 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai St, Ben Nghe Ward, District 1, 

Ho Chi Minh City  

TEL：+ 84 28 3910 1480 

藤原 裕美（豪州公認会計士）hi.fujiwara@faircongrp.com 

草野 航平 ko.kusano@faircongrp.com  
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 マレーシア  

１．グローバル・トレーディング・センター(GLOBAL TRADING CENTRE: GTC) に対する優遇措置 

グローバル・トレーディング・センター(GTC)とは、マレーシアを国際貿易の拠点として、国内外の関連会社および非関

連会社に対して、原材料、部品、完成品の戦略的な調達、販売を行うマレーシア法人です。 

2021 年税制改正により、GTC に対する税制優遇措置が創設されていますので、その概要を解説いたします。 

 

（１）優遇内容 

GTC は、5 年間にわたって 10％の法人税率を適用することができます。さらに、5 年間の延長が認められる可能性

があります。 

 

（２）申請期間 

2021 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までに MIDA（マレーシア投資開発庁）が受理した申請に適用され

ます。 

 

（３）適用条件 

優遇措置の適用にあたり、以下の条件を満たす必要があります。 

条件 内容 

対象法人 会社法 2016 に基づいて新たに設立された法人 

対象活動 マレーシアを国際貿易の拠点とし、国内外の関連会社およ

び非関連会社に対する、原材料、部品、完成品の戦略的

な調達、販売活動 

資本金 100 万リンギット以上 

GTC 関連売上 3 億リンギット以上 

適格活動から生じる年間営業費用（GTC の日

常業務の遂行にあたり生じた、GTC の主要な収入

を生み出す活動に関連する費用） 

150 万リンギット以上 

月額給与が 5,000 リンギット以上の従業員数 

（そのうち 50%以上はマレーシア人） 

15 名以上雇用 
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場所 保 税 工 場 （ Licensed Manufacturing Warehouse: 

LMW）、フリーゾーン（Free Zone: FZ）、保税倉庫

（Bonded Warehouse）のいずれかで活動する法人 

マレーシアの港湾・空港 マレーシアの港や空港を利用する法人 

その他 承認通知書に記載されたその他の条件 

 

 

Fair Consulting Malaysia Sdn. Bhd. 

Suite 2B-2-1, Level 2, Tower 2B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, 

50470 Kuala Lumpur, Malaysia   

TEL：+ 60 3 2742 7790 

青木 貴宣 (日本国税理士) ta.aoki@faircongrp.com 

松本 健太朗（日本国公認会計士）ke.matsumoto@faircongrp.com  

 

 

本ニュースレターおよび、弊社サービス全般に関するお問い合わせ先 

株式会社フェアコンサルティング https://www.faircongrp.com/  

〒104-0045 東京都中央区築地一丁目 12-22 コンワビル 7 階 

TEL：+81-3-3541-6863 

グローバル RM 部 金井 暁子 grm@faircongrp.com 

 

「FCGニュースレター 東南アジア・インド・オーストラリア」の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 

「FCGニュースレター東南アジア・インド・オーストラリア」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCGニュースレター東南アジア・インド・オーストラリア」で提

供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いか

ねますので、ご了承ください。 
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